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１．概要 

  本資料は，Ｖ-2-1-4「耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針」

のうち，「表 2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設」につい

て，設置変更許可段階からの変更点を整理するとともに，建設時工事計画認可からの重要

度分類の変更点について整理したものである。 

 

２．設置変更許可からの変更点 

  発電用原子炉設置変更許可申請（原規規発第 1906194 号）からの変更点及び変更理由に

ついて，表１のとおり整理した。（変更箇所の詳細は添付資料 1参照） 
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表１ 設置変更許可からの変更点（1/2） 

 
変更前 

（設置変更許可時） 
変更後 変更理由 

対応 

ページ 

① 使用済燃料プール 使用済燃料貯蔵プール 工事計画認可申請名称への変更 5 

② サプレッション・チェンバ サプレッションチェンバ 同上 5,6,9 

③ 逃がし安全弁排気管 主蒸気逃がし安全弁排気管 同上 7,9 

④ シャワ・ドレン系 シャワードレン系 同上 8 

⑤ チャンネル・ボックス チャンネルボックス 同上 5 

⑥ ― 
機器・配管，電気計装設備等の支持構

造物 
記載の拡充 8 

⑦ 原子炉圧力容器基礎 原子炉本体基礎 工事計画認可申請名称への変更 5,6 

⑧ 
非常用電源の燃料油系を支持する構

造物 
燃料移送系配管ダクト 同上 5,6 

⑨ 
当該設備に係る屋外コンクリートダ

クト 
― 

記載の適正化 

（今回工事計画認可申請対象の設備を支持していない

ため削除） 

5,6 

⑩ 
非常用ガス処理系の排気口を支持す

る部分 
外筒 記載の適正化 6 

⑪ 7 号炉主排気筒 主排気筒（外筒） 工事計画認可申請名称への変更 6 

⑫ ― 軽油タンクの基礎 記載の拡充 6 
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表１ 設置変更許可からの変更点（2/2） 

 
変更前 

（設置変更許可時） 
変更後 変更理由 

対応 

ページ 

⑬ ― 燃料移送系配管ダクト 記載の拡充 6 

⑭ ― 原子炉建屋 同上 7 

⑮ ― 5 号機原子炉建屋 同上 7 

⑯ その他 中央制御室天井照明 
設計進捗に伴う変更 

（波及的影響を考慮すべき施設を具体的に記載） 
5,6 

⑰ その他 耐火隔壁 同上 6 

⑱ その他 ― 

設計進捗に伴う変更 

（今回工事計画認可段階で波及的影響を考慮すべき

施設が明確になったことに伴う削除） 

5,6 

⑲ 基準地震動 基準地震動Ｓｓ 記載方針の差異 9 

⑳ 弾性設計用地震動 弾性設計用地震動Ｓｄ 同上 9 

㉑ ― 

＊12：原子炉本体基礎は，間接支持構

造物の機能に加えてドライウェルと

サプレッションチェンバとの圧力境

界となる機能を有する。 

記載の拡充 

（先行プラントの記載内容を踏まえて追加） 
6,9 

㉒ （注 10）記載内容 ＊10：記載内容 
記載の拡充 

（先行プラントの記載内容を踏まえて具体的に記載） 
9 
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３．建設時工事計画認可からの重要度分類の変更点 

  建設時工事計画認可から重要度分類が変更となった対象は，大別して次の２つがある。 

 

   ①耐津波に関する設備の新規追加（Ｓクラス） 

 

   ②非常用ディーゼル発電機等の燃料を貯蔵する設備の格上げ（Ｃ→Ｓクラス） 

 

  それぞれの対象設備について表２－１に示す。 

 

  また，重要度分類の変更ではないが，検討用地震動が変更になった対象があるため 

表２－２に示す。 

 

表２－１ 建設時工事計画認可から重要度分類が変更となった対象 

 設備名称 備考 

① 

耐津波に関する設備の新規追加

（Ｓクラス） 

・海水貯留堰 

・取水槽閉止板 

・水密扉 

・床ドレンライン浸水防止治具 

・貫通部止水処置 

・津波監視カメラ 

・取水槽水位計 

― 

② 

非常用ディーゼル発電機等の燃

料を貯蔵する設備の格上げ 

（Ｃ→Ｓクラス） 

・軽油タンク 

・燃料移送配管 

・燃料移送ポンプ 

間接支持構造物 

・軽油タンクの基礎 

・燃料移送系配管ダクト 

 

表２－２ 検討用地震動が変更となった対象 

 設備名称 備考 

波及的影響を考慮すべき施設に

適用する地震動の変更 

（Ｓ１（Ｓｄ）→Ｓｓ） 

・原子炉建屋クレーン 

重要度分類の変更ではな

いが，検討用地震動が変

更となった対象のため抽

出した 

 



 

5                    ：今回工事計画認可と設置変更許可の変更点 

○数字は表１の左端の番号に対応している 

設置変更許可時からの変更点 
設置変更許可 今回工事計画認可 
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6                    ：今回工事計画認可と設置変更許可の変更点 

○数字は表１の左端の番号に対応している 

設置変更許可 今回工事計画認可 

   

②
 

⑦
 

⑧
 

⑯
 

⑰
 

⑱
 

⑱
 

⑱
 

⑪
 

②
 

⑧
 

⑨
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⑪
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7                    ：今回工事計画認可と設置変更許可の変更点 

○数字は表１の左端の番号に対応している 

設置変更許可 今回工事計画認可 

 
 

③
 

③
 

⑭
 ⑮

 



 

8                    ：今回工事計画認可と設置変更許可の変更点 

○数字は表１の左端の番号に対応している 

設置変更許可 今回工事計画認可 
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④
 

⑥
 



 

9                    ：今回工事計画認可と設置変更許可の変更点 

○数字は表１の左端の番号に対応している 

設置変更許可 今回工事計画認可 
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